
土木建築委員会会議記録 

 

土木建築委員長  清田 哲也   

 

１ 日 時 

   令和４年１２月９日（金） 午後１時３０分から 

                午後２時２８分まで 

 

２ 場 所 

   第１委員会室 

 

３ 出席した委員の氏名 

清田哲也、木付親次、嶋幸一、成迫健児、浦野英樹、吉村哲彦、小川克己 

 

４ 欠席した委員の氏名 

   な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   太田正美 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

土木建築部長 島津惠造 ほか関係者 
 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

（１）第１１１号議案から第１１４号議案まで及び第１１７号議案のうち本委員会関係部分に

ついては、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。 

（２）令和５年度当初予算要求の概要について、損害賠償の額の決定について及び大分県広域

景観保全形成指針の策定についてなど、執行部から報告を受けた。 

（３）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。 
 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

１０ 担当書記  

   議事課委員会班    主任  松井みなみ 

   政策調査課政策法務班 副主幹  志村直哉 

 

 

 

 

 

 

 

 



土木建築委員会次第 
 

日時：令和４年１２月９日（金）１３：３０～ 
場所：第１委員会室             

 
１ 開  会 
 
 
２ 土木建築部関係                     １３：３０～１４：２０ 

（１）付託案件の審査 
第１１７号議案 令和４年度大分県一般会計補正予算（第４号）（本委員会関係部分） 
第１１１号議案 公の施設の指定管理者の指定について（文教警察委員会へ合い議） 
第１１２号議案 工事請負契約の締結について 
第１１３号議案 工事請負契約の変更について 

   第１１４号議案 大分県県営住宅等の設置及び管理に関する条例の一部改正について 
（２）諸般の報告 
   ①令和５年度当初予算要求の概要について 

   ②損害賠償の額の決定について 

③大分県広域景観保全形成指針の策定について 

   ④大分県生活排水処理事業広域化・共同化計画の策定について 
（３）その他 

 

 

３ 協議事項                        １４：２０～１４：３０ 

（１）閉会中の継続調査について 

（２）その他 

 

 

４ 閉  会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

清田委員長 ただいまから、土木建築委員会を

開きます。 

 本日は委員外議員として太田議員に出席いた

だいています。 

委員外議員の方が発言を希望する場合は、委

員の質疑の終了後に挙手し、私から指名を受け

た後、長時間にわたらないよう要点を簡潔に御

発言願います。 

それから、本日の委員会はオンライン委員会

を試行的に行います。成迫委員が佐伯市内の事

務所からオンライン出席しています。 

 まず、審査に先立ち、執行部から発言をした

い旨の申出があったのでこれを許します。 

島津土木建築部長 清田委員長をはじめ、土木

建築委員の皆様におかれては、平素から土木建

築行政の推進に向け、懇切丁寧な御指導をいた

だいていることに、改めて深く御礼申し上げま

す。また、１１月７日の玉来ダム竣工式の際に

は、清田委員長、木付副委員長をはじめ、委員

の方々には、お忙しいところ御出席いただきあ

りがとうございました。 

 ９月に発生した台風第１４号では、試験湛水

中のダムが早速その整備効果を発現したところ

ですが、台風に係る公共土木施設の被害につい

ては、県が管理する分が１６６か所、８９億６，

５００万円で、再度被災した花合野川など全箇

所について、今月中に国の査定を終えるよう計

画しています。引き続き、早期復旧に向けて全

力で取り組んでいきます。 

 さて、去る１２月２日に国の経済対策として、

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化

対策を含む令和４年度第２次補正予算が成立し

ました。 

県議会におかれても、政府への要請活動など

力強い御支援をいただきました。改めて御礼申

し上げます。 

御案内のとおり本対策は、流域治水等の人命

や財産の被害を防止、最小化するための取組や、

災害に強い交通ネットワークの構築、予防保全

の考え方に基づく老朽化対策など、災害に屈し

ない強靱な国土づくりを推進するものです。本

県としても、この国の補正予算を積極的に活用

し、県民の命と暮らしを守る強靱な県土づくり

に取り組んでいきたいと考えています。 

 このため今回土木建築部からは、この５か年

加速化対策予算の受入れを含む、令和４年度一

般会計補正予算をはじめ、公の施設の指定管理

者の指定など５件の議案の審査をお願いしてい

ます。これに加え、令和５年度当初予算要求の

概要など、４件の報告をします。 

 なお、本日は誠に申し訳ありませんが、道路

建設課長の竹島が体調不良により欠席です。代

わって、道路建設課参事の山口が出席していま

す。 

 それでは、何とぞ慎重御審議の上、御賛同い

ただくようお願い申し上げます。 

清田委員長 それでは審査に入ります。 

 本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案５件です。 

 この際、案件全部を一括議題とし、これより

審査に入ります。 

 それでは、付託案件の審査を行います。 

まず初めに、第１１７号議案令和４年度大分

県一般会計補正予算（第４号）のうち、本委員

会関係部分について、執行部の説明を求めます。 

島津土木建築部長 それでは、第１１７号議案

令和４年度大分県一般会計補正予算（第４号）

のうち土木建築部関係の歳出予算の補正内容に

ついて御説明します。土木建築委員会資料の２

ページを御覧ください。 

 まず、１補正予算額の表の中頃、太枠で記載

している計欄を御覧ください。 

既決予算額９６６億１，０２９万８千円に、

その右の今回補正予算額２２８億１，８８２万

５千円を増額すると、さらにその右の補正後現

計額の欄にあるとおり、補正後の土木建築部の
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一般会計、歳出予算総額は１，１９４億２，９

１２万３千円となります。増額の理由としては、

冒頭申し上げた、国の経済対策による防災・減

災、国土強靱化のための５か年加速化対策予算

を、積極的に受け入れることによるものです。

災害に強い強靱な県土づくりを加速させるため、

緊急輸送道路の整備や河道の掘削、特定盛土等

規制区域の指定に向けた基礎調査等に集中的に

取り組むことができるよう、下段の補正事業一

覧に記載のとおり、（公）道路改良事業など２

６事業について、補正をお願いするものです。 

 以上で私からの説明を終わります。 

  この後、債務負担行為の補正及び繰越明許費

の補正について土木建築企画課長から御説明す

るので、御審議のほどよろしくお願いします。 

石掛土木建築企画課長 続いて、債務負担行為

について御説明します。資料の３ページを御覧

ください。 

２債務負担行為の補正です。 

 ゼロ県債については、債務負担行為の積極的

な活用により、公共工事の施工時期の平準化と

ともに防災効果の早期発現を図るため、出水期

に備えた河床掘削や危険な法面の対策等を実施

する事業に対し、一般会計で２３事業４５億円

の設定をお願いするものです。 

 なお、昨年度は３５億円を設定していました

が、今回は台風第１４号の大雨などにより河川

に堆積した土砂の掘削など、防災対策を梅雨時

期までに完了するため、前年より１０億円多い

４５億円の設定としています。また、ゼロ県債

以外の債務負担行為の設定として、第３回定例

会の本委員会において御報告したＰＦＩ方式に

より、老朽化した県営明野住宅の建て替えや集

約化に取り組むため、一般会計で１事業７４億

６，３３５万４千円をお願いするものです。 

続いて、資料の４ページを御覧ください。 

３繰越明許費です。 

 今回、繰越明許費を設定する事業は、主に国

の補正予算を受け込んだ事業で、発注時に適切

な工期を確保する必要がある事業について、表

の太枠で記載のとおり、一般会計の公共事業で

追加分５事業９億８００万円、変更分１８事業

１０８億７，８００万円の繰越明許費の設定を

お願いするものです。これに第３回定例会で御

承認いただいた既決分を加えると、一般会計と

特別会計の合計で、表の右下の４９事業２３８

億２，６００万円となります。これらについて

は、前払金や部分払いなどによって可能な限り

年度内支出に努めます。 

なお、今後事業を進めていく上で、現場の状

況変化など不測の事態が生じた場合は、契約済

のものも含め令和５年第１回定例会において、

改めて繰越明許費の追加又は変更をお願いしま

す。  

清田委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見等はありませんか。 

木付副委員長 ２ページの補正の分で、国の直

轄事業の中の２６番ですね、下の段。これは港

湾の負担金が大きいようですが、具体的にどう

いう事業なのか教えてください。 

小野港湾課長 国からの話では、重要港湾であ

る別府港、大分港、佐伯港について補正をお願

いしたいとしています。さらに海岸については、

大分港海岸を延伸するための予算を補正にかけ

ています。別府港については、主に防波堤の改

良、一部新設も予定しています。また、大分港

については、ＲＯＲＯ船のケーソン設置等を予

定していて、佐伯港はちょうど老朽化対策を今

行っています。ジャケットという岸壁の老朽化

対策及び地盤改良を予定しています。 

清田委員長 ほかに御質疑等ありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

太田委員外議員 同じく２ページの補正事業一

覧の５番の広域河川改修事業費ですが、具体的

にはどこを改修されるんでしょうか。 

成瀬河川課長 広域河川改修事業費については、

１２月補正で考えているのは県内１８か所で、

北は国東から満遍なく各地域において箇所を設

定しています。事例をあげると、別府では八坂

川、大分土木管内では大分川水系の横瀬川や臼

杵川、佐伯では井崎川とか、そういった河川で
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実施します。この分は河川改修なので、河道を

拡幅して護岸をつくるといった事業が主な事業

になっています。 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決に入ります。 

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに御

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

清田委員長 御異議がないので、本案のうち、

本委員会関係部分については原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

次に、第１１１号議案公の施設の指定管理者

の指定についてですが、本案については関係す

る文教警察委員会に合い議していることを申し

添えます。 

それでは、執行部の説明を求めます。 

石掛土木建築企画課長 第１１１号議案公の施

設の指定管理者の指定について御説明します。 

  資料の５ページを御覧ください。 

 第２回定例会の常任委員会において御報告し

たとおり、大分県リバーパーク犬飼と大洲総合

運動公園及び大分県立フェンシング場が、今年

度末に指定管理者の更新時期を迎えることにな

ります。 

 このたび、これら施設の指定管理候補者を選

定したので、地方自治法の規定に基づき、指定

の承認をお願いするものです。 

 なお、指定管理候補者の選定にあたっては、

選定委員会を開催し、外部有識者等の意見聴取

を実施しました。 

 まず、大分県リバーパーク犬飼についてです

が、指定期間は令和５年４月１日から令和１０

年３月３１日の５年間としています。 

 資料左上、１指定管理候補者選定の経過の最

下段にコメ印で記載していますが、本施設は、

豊後大野市が所管する指定管理施設と隣接して

いるため、指定管理者の公募にあたっては、市

所管施設と一体的な利活用を図ることを目的に、

豊後大野市との共同公募を実施し、資料右側の

２審査基準により制定を行いました。 

 資料下段、３指定管理候補者及び選定委員会

における評価等ですが、選定委員会の結果、当

施設の次期指定管理候補者として現指定管理者

のＧｏａｐ（ゴーアップ）株式会社を選定して

います。Ｇｏａｐ株式会社は西大分でアウトド

ア商品の販売を行う有限会社山渓（やまけい）

の経営者が設立した会社で、主にイベント企画

や運営、アウトドアレジャーに関するコンサル

ティングを行っています。提案価格は５，０５

６万５千円で県予算額と同額となっています。 

選定委員会における評価ですが、施設の管理

運営に要する専門的知識等を有しており、今後

についても堅実な運営を行うことができる。施

設近傍を流れる大野川を活用したアクティビテ

ィなども考案するなど、施設運営に関する高い

意欲を感じられ、施設の管理運営を行う十分な

能力を有するといった点が評価されています。 

なお、今回の公募での申請者はＧｏａｐ株式

会社の１者でした。現地説明会には、ほかに３

者の参加がありましたが、現地で実際に施設の

管理状況を見たことで、施設運営に必要な組織

体制の整備や専門的知識に係る職員の習熟度な

どの観点から、現時点では応募は見送らざるを

得ないと判断したと聞いています。 

  続いて資料６ページを御覧ください。 

 次に、大洲総合運動公園及び大分県立フェン

シング場についてですが、こちらも指定期間は

５年間としています。 

 資料左上、１指定管理候補者選定の経過の最

下段にコメ印で記載していますが、本施設は、

県が所管する硬式野球場やフェンシング場とあ

わせて、大分市が所管する大洲総合体育館と一

体的に構成されており、公園全体の効率的な管

理運営や各施設の一体的な利活用を図ることを

目的に、大分市との共同公募を実施し、資料右

側の２審査基準により制定を行いました。 

 資料下段、３指定管理候補者及び選定委員会

における評価等ですが、選定委員会の結果、当

施設の次期指定管理候補者として現指定管理者

のファビルス・プランニング大分共同事業体を

選定しています。現指定管理者のファビルス・

プランニング大分共同事業体は、ビルメンテナ

ンス業務を行う株式会社ファビルスが代表企業
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となり、広告やイベント業務を行う株式会社プ

ランニング大分が構成員となっています。提案

価格は３億６，１８５万円です。 

選定委員会における評価については、公園管

理の豊富な経験があり、業務を安定的に実施で

きる経営基盤を有している。樹木植栽を定期的

にせん定するなど、利用者の安全確保対策につ

いても的確に行われているといった点が評価さ

れました。 

 なお、今回の公募での申請者はファビルス・

プランニング大分共同事業体の１者でした。現

地説明会には、ほかに２者の参加がありました

が、公園内の芝や樹木の管理など専門分野につ

いて、現指定管理者の知識やノウハウを上回る

提案ができないなどといった理由で、今回の応

募は見送ったと聞いています。 

清田委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決に入ります。 

 なお、本案について文教警察委員会の回答は、

原案のとおり可決すべきとのことであります。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

清田委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第１１２号議案工事請負契約の締結に

ついて執行部の説明を求めます。 

山口道路建設課参事 第１１２号議案工事請負

契約の締結について御説明します。 

 資料の７ページを御覧ください。 

 本議案は、佐伯市大字狩生（かりう）から大

字戸穴（ひあな）までの間で整備を進めている、

一般国道２１７号戸穴バイパスの仮称西幡トン

ネルに係る工事請負契約の締結についてです。 

 資料左側中段の平面図を御覧ください。現道

区間は、幅員狭小やトンネルの高さ不足等の課

題があるため、延長１，３５０メートルの区間

でバイパス整備を進めています。 

 本契約は、赤線で旗揚げしている仮称西幡ト

ンネルの工事を行うものです。 

 資料右上の工事概要を御覧ください。今回の

工事は、トンネル６７５メートルを含む、延長

７２１．６メートル、契約金額は２７億３，２

５４万４，７１６円で、工期は着工が契約締結

の日の翌日、完成が令和７年１０月１６日とし

て、入札の結果により、前田建設工業株式会社、

株式会社菅組、谷川建設工業株式会社の３者か

ら構成される前田建設工業・菅組・谷川建設工

業特定建設工事共同企業体と工事請負契約を締

結したく、議会の承認をお願いするものです。 

清田委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決に入ります。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

清田委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第１１３号議案工事請負契約の変更に

ついて、執行部の説明を求めます。 

山口道路建設課参事 第１１３号議案工事請負

契約の変更について御説明します。 

 資料の８ページを御覧ください。 

 本議案は、玖珠郡九重町大字菅原の国道３８

７号において、令和３年９月２８日に平和・ヤ

マダ特定建設工事共同企業体と契約した、工事

延長１４６メートルの工事請負契約について変

更するものです。 

 資料の９ページを御覧ください。 

 まず、変更内容ですが、契約金額の増額につ

いては、大きく二つの要因があります。 
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１点目は、軟弱層への対応や転石破砕等に伴

う増額です。トンネル坑口部を掘削したところ、

底部の地山が想定より脆弱であったため、資料

右側の図①のように、下部にインバート支保工

を追加しました。これにより、変形や沈下の抑

制を図っています。また、右の写真②に示すよ

うに、トンネル坑内に堅固な転石が多くあり、

通常の掘削工程に加え、部分発破等による転石

の破砕が追加となっています。 

２点目は、インフレスライドによる増額です。

工期内の労務単価や資材費の変動に対処するた

め、公共工事請負契約約款に規定するインフレ

スライドの条項を適用し増額するものです。 

 次に、工期の変更ですが、工期延伸について、

資料の左下に予定工程表を示しています。本工

事に先立ち、坑口手前の掘削工と法面補強工を

実施しています。掘削を行うにあたって、右の

写真③と④に示すように、当初の想定以上に転

石が多く、その転石を破砕し法面を整形する処

理に時間を要したことにより、トンネル掘削へ

の着手が３か月遅延しました。また、さきほど

増額理由の１点目で御説明した、インバート支

保工と転石破砕工の追加により、機械掘削に要

する期間が２か月延長するものです。 

 資料８ページにお戻りください。 

 右上の工事概要に記載のとおり、契約金額は

現契約６億９，９６３万４，９３６円に対し、

変更契約後７億６，００６万９，３２１円とな

り６，０４３万４，３８５円増額し工期は、現

契約完成は令和５年１月２９日に対し変更契約

後完成は令和５年６月３０日となり、５か月延

伸するものです。 

清田委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決に入ります。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

清田委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、第１１４号議案大分県県営住宅等の設

置及び管理に関する条例の一部改正について、

執行部の説明を求めます。 

大谷公営住宅室長 第１１４号議案大分県県営

住宅等の設置及び管理に関する条例の一部改正

について御説明します。 

 資料の１０ページを御覧ください。 

 本条例は、公営住宅法や、特定優良賃貸住宅

の供給の促進に関する法律に基づいて、県営住

宅等の設置や管理について、必要な事項を定め

たものです。 

 資料上段の１条例改正の背景・理由について

ですが、今回、特定優良賃貸住宅の供給の促進

に関する法律施行規則に定める同居親族要件が

一部改正され、里子や同性パートナー等が同居

親族に準ずる者として同居親族要件に新たに加

わったことから、これにあわせて本条例を一部

改正するものです。 

 続いて、資料中段の２条例改正の概要につい

て御説明します。 

 まず、（１）上記Ⅰに伴う同居親族に準ずる

者の規定追加についてですが、右の図にあるよ

うに、②同性パートナーについては、事実上婚

姻関係と同様の事情にある者として同居親族に

認めていましたが、今回新たに、③同居親族に

準ずる者を本条例においても入居者の資格に追

加するため、条例第６条第１号を改正します。

また、同居親族に準ずる者として里子を規定す

ることを予定しています。 

 あわせて、左側のコメ印ですが、条例第９条

第３項で、子を扶養しているひとり親に対して、

入居を優先する旨を規定していますが、その子

に里子を含むよう改正します。 

 次に、（２）上記Ⅱに伴う号の追加について

です。条例第５２条でみなし特定公共賃貸住宅、

略してみなし特公賃の入居資格を規定していま

す。みなし特公賃とは本来、住宅に困窮する低

額所得者に対して供給している公営住宅を、中
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堅所得者に供給する制度です。現在、県営住宅

ではみなし特公賃に指定した住宅はありません

が、今回、入居者資格の所得要件拡大のため法

律施行規則が一部改正となったので、引用する

条例の規定を整理するものです。 

 最後に、（３）の上記Ⅰ新設に伴う所得の定

義の号ずれについては、引用する法律施行規則

に号ずれが生じたことから規定の整理をするも

のです。 

 施行期日については、公布の日からとしてい

ます。 

清田委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決に入ります。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

清田委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

以上で付託案件の審査を終わります。 

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

りましたのでこれを許します。 

まず、①の報告をお願いします。 

島津土木建築部長 それでは、土木建築部の令

和５年度当初予算要求の概要について御説明し

ます。 

 資料の１１ページを御覧ください。 

 令和５年度の要求状況の公表についてですが、

各部局からそれぞれの常任委員会で御説明し、

本日全ての常任委員会で説明終了後に、公表す

るスケジュールになっています。 

 これから当部関係の御説明をしますが、公表

までの間、取扱いに御注意いただきますようお

願いします。 

  まず、一番上の表を御覧ください。 

 令和５年度当初要求額は７１７億８，５３３

万９千円で、令和４年度当初予算額の９２２億

３，７１１万２千円に対して２０４億５，１７

７万３千円の減、増減率はマイナス２２．２％

となっています。 

 令和５年度の当初予算は、骨格予算として編

成されることとなっており、激甚化する自然災

害への対策等、年度当初から直ちに着手しなけ

ればならない事業などの予算を主に要求してい

ることから、昨年度当初予算額のおよそ８割程

度の要求額となっています。 

 その下は、今回、土木建築部から予算要求し

ている事業のうち主なものを、長期総合計画安

心・活力・発展プラン２０１５に基づき、事業

体系として記載したものです。 

 １２ページを御覧ください。令和５年度当初

予算要求の主な事業概要ですが、当初予算で要

求している事業のうち、主な事業について御説

明します。表の左側枠外に番号を記載していま

す。 

まず、５番の（公）広域河川改修事業ですが、

予算要求額は３３億５，５５４万４千円です。 

本事業は、河川の流下能力を確保するため、令

和２年７月豪雨等により被災した河川において、

河道掘削や堤防のかさ上げ等の河川改修を実施

するものです。令和５年度については、令和２

年７月豪雨により、甚大な被害を受けた日田市

の天ヶ瀬温泉街を流れる玖珠川において、本年

度実施している泉源調査等の結果を基に、泉源

補償を含む用地補償を本格化させていきます。

また、九重町の野上川等においても、河道の拡

幅や堤防のかさ上げなどを行い治水機能の強化

を図ります。 

 次に、その下６番の（単）緊急河床掘削事業

ですが、予算要求額は７億５千万円です。本事

業は、河川周辺住民の安全を確保するため、浸

水被害の発生した箇所等の河床掘削を行うもの

です。令和５年度については、今年度に引き続

き、危険度の高い箇所から優先的に事業を進め

ていきます。 

 次に、その下７番の（公）通常砂防事業です

が、予算要求額は７億３，５０５万９千円です。 

本事業は、土砂災害から住民の生命や財産を守
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るため、土石流等のおそれのある箇所について、

砂防堰堤等の整備や流木対策を実施するもので

す。令和５年度は引き続き、国の５か年加速化

対策予算も活用しながら、土砂災害危険箇所に

おける砂防堰堤等の整備をさらに加速させてい

きます。 

 １３ページを御覧ください。 

１７番の建設産業構造改善・人材育成支援事

業ですが、予算要求額は２，４８０万円です。 

本事業は、建設産業における人材確保や生産性

向上を図るため、建設労働者のＵＩＪターン促

進や就労環境改善の取組等を支援するものです。 

令和５年度については、若者に向けた建設産業

の魅力発信や高校生向けの建設業体験学習会の

開催等に取り組むとともに、若手就業者の資格

取得に要する経費への助成等を行うことで、建

設産業における人材の確保、育成につなげてい

きます。 

 以上が、当初予算要求の主な事業概要です。 

 次に、１４ページを御覧ください。 

 令和５年度当初予算要求における廃止事業で

す。１番から３番については、いずれも事業目

的の達成により事業終了となったものです。 

３番の公共水域等適正管理推進事業について

は、平成３０年度から放置艇の適正管理に向け

た取組を行ってきた結果、平成３０年１０月末

時点の放置艇数は３，６２９隻でしたが、令和

４年１０月末時点では６８隻と大幅に改善する

ことができました。引き続き、係留状況の適正

管理指導に対応するため、令和５年度において

は、別事業に統合して要求しています。 

清田委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見等はありませんか。 

木付副委員長 公共事業は通常７０％ぐらいの

予算要求と聞いていますが、かなり土木建築部

は高めですが、その辺はどういう経緯なのか。 

石掛土木建築企画課長 骨格予算なので、さき

ほど部長が申し上げたように、緊急性を要する

ものについては実施するということで、一応８

割をめどに要求しています。 

島津土木建築部長 今、石掛課長からも説明し

ましたが、骨格予算ということで、おおむね７

割がベースではありますが、特に出水期までに

河川の対策等を講じておきたいので、緊急性の

高い事業については年間所要額のほとんどを先

に積ませていただいて、平均よりも少し高めの

８割に近い額を計上しています。 

清田委員長 ちょっと私からも１点です。 

 今、骨格予算の性格と言うか、特徴は御説明

いただきました。その中で、さきほど議案にも

出ていましたが、物価スライドですよね。価格

高騰、また来年度はさらに賃金の上昇等、そう

いう社会情勢、経済情勢がある中で、繰越工事

や債務負担で年度をまたいでやっている工事等

もまた、今後こういうケースが多発するのでは

ないかなという思いがしています。そこに向け

て、７割８割、目一杯取っているのですが、そ

ういうものに備える意味でも、当初予算を頑張

って目一杯要求するのは必要なことだと思うん

ですが、その予測も含めた中での対応と言うか、

この骨格予算に対しての考えがあればお聞かせ

ください。 

島津土木建築部長 御指摘いただいたとおり、

資材価格等の高騰がいろんな場面で大きな影響

を及ぼしているのは十分承知しています。特に、

土木建築部が所管する事業については、さきほ

どトンネル事業でも御説明したとおり、適正価

格となるようにインフレスライド等を適用して、

その時々に応じた額を変更計上する取組をしっ

かりと進めていますし、また、当初の積算価格

をよりリアルタイムで反映させようと、積算価

格の資材価格については、昨年度から毎月チェ

ックをして積算価格に反映させる取組もしてい

ます。特にコンクリートは価格が毎月毎月変動

するので、それをこれまで５％もしくは１０％

と、ある一定の幅を超えたときに積算価格を変

更する取扱いをしていましたが、これを例えば

１円でも２円でも上がれば翌月には上げるとい

った、リアルタイムの積算体系に変更していこ

うと考えています。 

 そうした必要な予算をしっかり確保した上で

発注を適正にやっていくことで、現場の混乱を

少しでも解消していきたいと思っています。 
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清田委員長 ほかに御質疑等ありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので、次に

②の報告をお願いします。 

中園建築住宅課長 報第４１号損害賠償の額の

決定について御説明します。 

 資料１５ページを御覧ください。 

 県有地樹木による車両損傷に係る損害賠償に

ついてです。 

 まず、１事故の概要です。 

 去る８月２３日午後２時頃、大分市大字丹生

の県有地樹木の枝が、隣接する市道を通行中の

車両に落下し、車両のフロントガラスを損傷さ

せたものです。車両のバンパー、ボンネットに

損傷がないことから、空中落下による事故であ

り、運転者の回避は困難であったと判断し、県

有地の管理に瑕疵があったことから、車両所有

者に損害賠償を行いました。 

 なお、賠償額が３００万円以下であり、所有

者に速やかに支払う必要があったことから、地

方自治法第１８０条第 1項の規定により１１月

１０日に専決処分したので、その報告を行うも

のです。 

 ２損害賠償の概要ですが、車両の所有者に対

し、フロントガラスの修理費用相当額及び代車

費用として１６万７，７５０円を賠償しました。

賠償の根拠は、民法第７１７条第２項であり、

負担については顧問弁護士と協議の上、全額、

県の負担としています。 

 最後に、３再発防止の取組ですが、既に市道

に張り出した樹木及び周辺の竹等の伐採を行い

ました。県としても適宜、現地の状況を確認す

るとともに、市道管理者である大分市と連携を

取りながら、当該県有地の適切な管理に努めて

いきます。 

清田委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 別に御質疑等もないので、次に③

の報告をお願いします。 

樋口都市・まちづくり推進課長 大分県広域景

観保全形成指針の策定について御説明します。 

 資料の１６ページを御覧ください。 

 左上、指針策定の目的と基本的な考え方は、

図にあるとおり、県民、事業者、市町村、県が、

おおいたらしい景観の価値を理解・共有すると

ともに、協働して守り育て、魅力ある景観を次

世代に引き継いでいくために、広域景観の保全 

・形成の指針を示すものです。 

 次に、その下段、広域景観保全・形成の問題

点・課題ですが、まず１の県及び市町村間の連

携についてです。景観法により、景観行政団体

である市町村が景観行政事務を行っており、地

域の実態に応じた取組ができている一方で、左

図にあるとおり、一体的な広域景観であっても

市町村ごとに景観の基準が異なっている状況が

あります。関係市町村間で広域景観の価値を共

有し、基準等を調整することが必要となってい

ます。 

 またその下、２の景観に影響を与える要因の

増加については、メガソーラー、風力発電、空

き家など景観上の課題が生じていますが、右の

赤囲みにあるとおり、景観行政団体である市町

村の主体的な取組を促すとともに、特に再生可

能エネルギー推進については、景観法が立地規

制を目指すものではないことから、禁止するこ

とはできませんが、規制誘導を図りながら、景

観保全との両立を図っていくことが必要になっ

ています。 

 さらに、３の景観の活用については、景観は

貴重な観光資源でもあり、単に景観を守るだけ

でなく、これを活用して地域振興につなげてい

くことも重要だと考えています。 

 資料の右側を御覧ください。指針による新た

な取組についてです。黄色で示すように、県は

広域景観の観点から各地域の景観行政を支援し

ていきます。 
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具体的には、１の関係者が協働する新たな仕

組みづくりです。図にあるとおり、県民・事業

者、市町村、県が協働して取り組む仕組みとし

て、広域景観協議会を支援します。右側の下、

下線部の取組例として、関係市町村の規制誘導

策の調整など、守るべき景観の意識の共有を図

り良好な景観の保全・形成を進めていきます。 

 ２の広域景観エリアの設定では、下の図にあ

るとおり日豊海岸などの一体的、連続的な七つ

の広域景観エリアで広域景観協議会を設立しま

す。また、耶馬溪や院内、安心院などの石橋の

ように、点在していますがイメージとして一体

的な広域景観であるような五つのエリアで、県

が主催するセミナーなどを通じ、価値の共有を

図ります。 

 最後に、指針策定の効果としては、県と関係

市町村が連携することにより、地域の景観行政

を推進し、さらには地域の声を踏まえた規制策

の活用による秩序ある開発を誘導するとともに、

景観保全・形成を通じた地域振興が図れること

が期待できます。 

 今後の予定は、令和５年１月からパブリック

コメントを行い、３月に完成及び公表する予定

としています。 

清田委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 別に御質疑等もないので、次に④

の報告をお願いします。 

藤内公園・生活排水課長 大分県生活排水処理

事業広域化・共同化計画の策定について御説明

します。 

資料の１７ページを御覧ください。 

 資料左上、計画の概要を御覧ください。本計

画は、市町村単位で実施している生活排水処理

事業について、事業運営の効率化を目的に、市

町村や事業の枠を越えた取組により、広域連携

の推進を図るものです。策定経緯ですが、１点

目として、関係する４省より、都道府県に対し

て令和４年度までに計画を策定するよう要請さ

れています。２点目に、計画策定が令和５年度

以降の交付金事業の交付要件となっています。 

 次に、大分県内における課題です。事業運営

においては、技術職員の減少や施設老朽化の進

行、人口減少を背景とした課題があります。一

方で、施設整備においては、未整備人口が約２

２万人であり整備を推進する必要がありますが、

事業運営の悪化により整備進捗への影響が懸念

されています。このため、課題解決に向け、連

携により改善の見込まれる取組を検討しました。 

 資料右側、主な内容を御覧ください。取組メ

ニューについて御説明します。施設の統廃合は、

複数の処理区域を管路で接続するなどにより、

処理施設を集約するもので、大分市ほか７市で

計画しています。汚泥処理の共同化は、大分市

で建設する汚泥固形燃料化施設で、周辺８市町

の処理施設から発生する汚泥を共同処理するも

のです。このほか共同化の取組として、台帳管

理システムの整備・保守や勉強会等の人材育成、

災害対応合同訓練等を計画しています。 

計画の実施方針として、市町村は参加する各

取組の実施、県は進捗管理や計画全体の管理を

通してそれぞれが連携を図りながら進めます。

また、本計画は実施状況等により、おおむね５

年に１回の見直しを行います。 

 今後の予定についてですが、来年１月のパブ

リックコメントを経て、３月に公表する予定と

しています。 

清田委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見等はありませんか。 

木付副委員長 交付金事業になるということな

んですが、どれぐらいの事業費の割合と言うか、

市町村がやるんでしょうが、どれぐらいの割合

の交付金ですか。 

藤内公園・生活排水課長 補助ではなく交付金

事業なので２分の１になっています。 

島津土木建築部長 この広域化・共同化計画を

作らないと、来年から交付金をあげないよとい

うことで、今まで既に交付金事業でやっていま
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す。各市町村、交付金事業で交付していますが、

例えば、下水道事業が来年からこの計画がない

と交付金をあげないよという、ある意味厳しい

要件化ということです。これまではそこが強く

なかったんですが、そういうことです。 

清田委員長 ほかに御質疑等ありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

太田委員外議員 共同化で今あげられている市

が皆、海に面した市で、内陸部の由布市とか、

その辺の自治体が入っていないのは何か理由が

あるのか。由布市もそういう汚泥については非

常に困っているんですが、共同の中に入ってい

ない主立った理由があれば教えてください。 

藤内公園・生活排水課長 議員の御指摘のとお

り、沿岸部の方が連携しやすい状況があります。

やはりどうしても山間部になると、どちらかと

いうと、公共下水道ではなくて合併処理浄化槽

が多いため、そういったところで勉強会である

とか、情報の連絡とかそういった部分で連携し

ていくことを考えています。 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので、以上

で諸般の報告を終わります。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

小川委員 令和２年の７月豪雨災害については、

お陰であと一息まで来ました。本当にありがと

うございました。ただ、台風第１４号の関連に

ついては、これからなので、改めてよろしくお

願いしたい。それから大変申し訳ないんですが、

予算獲得ですね。これは災害とかじゃなくして、

一般道の離合もできないような道路もあり、こ

の改良拡幅もできるだけ早期にやっていただき

たいと思うので、どうかひとつよろしくお願い

します。 

島津土木建築部長 今、小川委員から玖珠郡の

災害対応や道路改良ということで、我々もまず

は令和２年豪雨からの復旧・復興を最優先に尽

力しているところですが、特に被害が厳しかっ

た九重町、玖珠町については本当に業界の支部

長以下、献身的な御尽力をいただいていて、頭

が下がる思いです。正に全力を挙げてやってい

ただいている中で、一部、管外の中津市からも

応援体制を講じて頑張っていただいているとこ

ろで、御指摘のとおり、台風第１４号で一部増

破しており、その対応も本当に心が折れるよう

な、現場代理人の血のにじむような努力をいた

だきながら、一生懸命また改めて頑張っていた

だいています。我々も精一杯頑張りたいと思っ

ています。また、道路改良予算等についても、

可能な限りしっかり予算を確保した上で努めて

いきたいと思っています。ありがとうございま

す。 

小川委員 よろしくお願いします。 

成迫委員 今回オンライン委員会の試行という

ことで、オンライン出席しましたが、私からは、

カメラが２方向から見えるようになっていて、

執行部の皆様と委員の皆様の姿がはっきりと見

えています。なので、どなたがどういった質問

をされたかとか、どういった発言をされたとい

うのが本当に明確に見ることができて分かりや

すかったです。 

 あと私は今、事務所で委員会に出席している

んですが、すごくいい意味で楽と言うか。また、

佐伯市から大分市までの移動がないので、そう

いった旅費とか公費の削減にもつながる大きな

きっかけになるんじゃないかなと感じました。 

 このオンラインでの準備をしてくださった事

務局の皆さんも本当にありがとうございました。 

清田委員長 ありがとうございます。何不自由

なくできたということで。それは今、議員用タ

ブレットですか。自分のパソコンでやっている

んですか。 

成迫委員 Ｚｏｏｍの映像はパソコンから見て

いて、それとは別に議員用タブレットで資料に

目を通しています。 

清田委員長 はい。非常に声も聞きやすくて、

鮮明でした。ありがとうございます。 

ほかにないので、これをもって土木建築部関

係を終わります。 

執行部は御苦労様でした。 

 

  〔土木建築部、委員外議員退室〕 
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清田委員長 これより、内部協議を行います。 

まず、閉会中の所管事務調査について、お諮

りします。内部協議資料の継続調査申出書を御

覧ください。各事項について閉会中、継続調査

をしたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

清田委員長 御異議がないので、所定の手続を

取ることとします。 

この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 別にないので、これをもって委員

会を終わります。 

お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


